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る方法で透明性の要求に対処することを可能にする。例えば、プラットフォーム運営者のヘイトスピーチに対するコンテンツモデレーションがどの

程度効果的であるかは、Metaでは表示頻度（すなわち、ヘイトスピーチコンテンツが見られる総量と比較して実際に見られる頻度）に基づいて測

定されるが、異なるプラットフォームでは「効果」の測定方法が異なる可能性がある。  

異なる価値観のバランスを取るべき：プラットフォームは、表現の自由、安全性、信頼性、プライバシーなど、しばしば緊張関係にある価値観のバ

ランスを取りながら、巨大な規模で運営しなければならない。データの透明性は、これらすべての価値を反映した情報を提供することを目指すべき

であり、それによってユーザーは、プラットフォームがコンテンツモデレーションにおいて行った全体的なトレードオフを評価することができる。 

競合する必須事項およびプラットフォームの測定能力の制限を考慮すべきである：価値観のバランスの問題に関連して、正確な測定と透明性は、エ

ンフォースメント、ユーザーのプライバシー、ストレージの制限、リソースのトレードオフ、実行可能性など、追加的で時に競合する懸念に配慮し

た方法で実施されなければならない。 

成果指標に焦点を当てるべきである：成果に焦点を当てた指標と、成果につながる構成要素に焦点を当てた指標を区別することが重要である。デジ

タルプラットフォームの多様性を考慮すると、成果につながる構成要素は大きく異なる可能性があり、定義が困難な場合がある。基本的で重要な質

問に答えることに根ざしたデータ透明性のアプローチは、構成要素ではなく成果に焦点を当てるべきである。 

私たちが解決しようとしている重要な疑問（または問題）に答えるものでなければならない：透明性は、社会との対話に貢献する重要な疑問や問題

への回答や情報提供を目的とした、意味のあるものでなければならない。特定の指標を公表するようプラットフォームに求める場合、そのような指

標がどのような問いに情報を提供したり、答えたりする可能性があるのか、なぜそのような問いに価値があるのか、そしてその問いが公共の言説に

情報を提供する上で重要なものなのかを特定することが鍵となる。 

このような観点から、Metaは幅広い透明性レポートを発行しており、私たちのコンテンツモデレーションの実践について、ユーザーや一般に有意

義な情報を提供していると考える。（透明性レポートはこちらをご参照ください https://transparency.fb.com/ja-jp/ ） 

 

役割と責任   

Metaにとって有害コンテンツの拡散に対抗し、ユーザーが私たちのプラットフォームで安心して利用できるようにすることは最優先事項である。

しかしながら、オンライン上の違法かつ有害なコンテンツという複雑な課題に対処するには、社会全体からのアプローチと取り組みが必要であり、

そこには、公的機関、市民社会、報道機関、政党、学界、教育者、保護者、コンテンツ制作者、そして毎日インターネットを利用する人々など、幅

広いステークホルダーが役割を果たす。利用者に力を与え、安全を促進し、オンライン上の有害コンテンツを減らすことは、さまざまなステークホ

ルダー・グループによる協調的な努力と協力を必要とする共有された責任である。有害コンテンツを規制するための新たな枠組みは、政府、企業、

市民社会、その他の関連する利害関係者が責任を分担し、協力するための、明確で予測可能かつバランスの取れた方法を明示すべきである。          
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● 削除要求の対象となり得るコンテンツの種類に関する、明確で、原則的で、実行可能で、説明可能な定義があること。 

● 通知および削除要求に対する明確な不服申し立てメカニズムにより、司法審査のための行政手続がどのように適用されうるかを明確に規定す

ること。 

● 承認されたプロセスで、できれば単一／中央の規制当局が通知と削除要請を送ることができること。単一／中央の規制当局を持つことの利点

は次のとおりである： 

○ 政府を代表して行動し、他部門/規制当局からの要請のクリアリングハウスとしての役割を果たすことができる 

○ 方針、適用、施行が常に繰り返される中で、業界とともに専門性を高めていく。 

○ サービスプロバイダーが有効な通知を受けた場合、窓口を一本化し、明確にする。 

○ 不服申し立ての一元化と透明性を確保する 

○ プロセスの一貫性を確保し、異なる当局からの冗長な指示や矛盾した指示を回避する。  

● 生命に差し迫った危害をもたらす可能性のあるコンテンツ、またはオンラインとオフラインの両方で危害をもたらす可能性のあるコンテンツ

を優先する。そのようなコンテンツは可能な限り迅速に削除する。 

● 指定された規制当局または司法機関からの要請に基づいて発行される通知および削除要請は、法的に正当化されるべきである（単純に争いが

ないとみなされるべきではない）。 

● 企業が通知や削除の要求に対して不服申し立て／異議申し立て／紛争を行う手段を明示的に提供すべきである。  

 

プラットフォーム運営者のポリシーと現地の法律 

Metaのような多くのプラットフォーム運営者は、オンライン上でどのようなコンテンツが許容されるべきかについて、幅広いスペクトルを持つグ

ローバルなユーザーを抱えている。 

これらのプラットフォーム上のコミュニケーションはしばしば国境を越えるため、国境を越えたシームレスなユーザーエクスペリエンスを確保す

るためには、グローバルなポリシーの 1 セットを維持することが重要である。一般的に、これらのグローバル・プラットフォーム・ポリシーは、そ

の国の法律よりも制限的である。例えば、児童の性的搾取、虐待、ヌードに関する Meta のポリシー（https://transparency.fb.com/en-

gb/policies/community-standards/child-sexual-exploitation-abuse-nudity/）では、たとえ善意で共有されたものであっても、他者による悪用の

可能性を考慮し、また他者による画像の再利用や不正流用の可能性を避けるため、一般的に児童のヌード画像はすべて禁止している。もうひとつの

例は、危 険な組織 と個人 に関す るポリ シーのも と、私た ちのプ ラット フォー ムで禁止 されてい る組織 のリス トであ る。

（https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/dangerous-individuals-organizations/）。私たちのリストは、政府のテロ

組織リストよりもはるかに広範である。(Meta のポリシーと執行に関する詳細はこちらをご覧ください。 https://transparency.fb.com/en-

gb/enforcement/taking-action/)    

一方、国別のポリシーは、ユーザーが自分のコンテンツが見られる国やオンライン上で関わる国のポリシーに精通する必要がある一方で、プラッ

トフォームはそれぞれの国ごとにコンテンツごとに異なるモデレーションを行う必要があり、ユーザーの体験を妨げることになる。法的環境や言論
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規範は国によって異なり、一つのコンテンツが多くの国で見られる可能性があることを考えると、これは技術的にも運用的にも実現不可能である。

さらに、国別のポリシーや慣行を要求することは、インターネットを断片化し、プラットフォームがそのサービスを国境内に限定せざるを得なくな

る可能性がある。 

 

また、多くのハイテク企業がグローバル・ネットワーク・イニシアティブ（GNI）のメンバーであり、市民的及び政治的権利に関する国際規約（ICCPR）

やビジネスと人権に関する国連指導原則などの国際人権条約に固くコミットしていることを認識することも重要である。GNI のメンバーとして、企

業は定期的な人権監査の対象となり、コンテンツモデレーションの実践が人々の表現の自由の権利を侵害しないことを証明する必要がある。Metaの

ような GNIのメンバーは、国際人権基準に沿って、現地の法律違反をどのように評価するかについて、明確なプロセスを持つことが求められている。 

たとえば、Meta では、まず、地域法違反の報告をわたしたちのコミュニティ基準/ガイドラインと照らし合わせて検討し、わたしたちのポリシー

に違反するコンテンツがあれば削除する。コンテンツが私たちのポリシーに違反していない場合、私たちは人権デューデリジェンスと同様に慎重な

法的審査を行い、違法と判断され、国際人権基準に合致している場合は適切な措置を取る。このプロセスの詳細については、こちらをご覧ください。

（https://transparency.fb.com/data/content-restrictions/content-violating-local-law/）。 

プラットフォーム運営者による違法コンテンツの自主的な削除またはブロック 

民間企業は、言論が違法かどうかを判断する立場に置かれるべきではない。これは法廷に委ねられるべきものであり、企業が違法性を判断するこ

とがコンテンツの削除につながるだけでなく、ユーザーに対する刑事訴訟や民事訴訟につながる可能性がある場合には、特に必要なこととなる。違

法コンテンツに関する法的評価を下すことは、たとえ数週間から数ヶ月の検討期間を持つ裁判所であっても、信じられないほど困難であり、一貫性

のない結果を招きやすい。複数のプラットフォームにまたがって適用されることで、一貫性のない結果が生じるリスクはさらに高まる。  

また、プラットフォーム運営者は一般的に、潜在的な 1)危害の重大性、2)危害の緊急性または即時性、3)危害によって影響を受けるであろう人々

の 有病率または 数に基づいて、有害なコンテンツをトリアージし対応するために、コンテンツモデレーションリソースを割り当て、優先順位をつ

ける。何が違法コンテンツであるかを決定することをプラットフォーム運営者に要求することは、責任のない、行き過ぎた検閲につながる可能性が

あり、また、合法だが有害なコンテンツよりも違法コンテンツを優先することを義務付けた場合、プラットフォームの安全性を低下させるという予

期せぬ結果につながる可能性がある。 

 

特に、いじめやハラスメントのように、本人からの追加的文脈が必要とされる場合や、名誉棄損のように、物理的・現実的な被害というよりもむ

しろ風評的な被害が問題となる場合はなおさらである。(名誉棄損に関する我々の見解については、以下の「名誉棄損といじめ・嫌がらせの比較」の

セクションのコメントを参照されたい)。違法なコンテンツに関するユーザーからの通報を調査する民間企業の能力は限られており、裁判所や政府当

局のような、申し立てを適切に裁定するために必要な情報を収集する調査権限はない。  

また、私たちの経験によれば、ユーザーは単に気に入らない、あるいは同意できないコンテンツを報告することが多く、それは法律や Metaのポリ

シーに違反する正当な苦情ではないかもしれない。適切な審査や検討なしに、ユーザーの削除要請に基づいてプラットフォーム運営者にコンテンツ

の削除やブロックを要求することは、過剰な強制や言論・表現の自由の抑圧につながる危険性がある。告訴人や被害者の権利と、コンテンツの投稿
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が議論されています。しかし、メールのようなサービスは、SNS とは違って非公開の空間を提供するものであり、情報が増幅されたり、幅広く知ら

れたりすることはありません。また、検索サービスについても、SNS とは違い、ユーザー生成コンテンツをホストしていません。 

マイクロソフトは、さまざまな種類のプラットフォームがこの分野に関わっていることを認識しています。しかし、リスク プロファイルやそれ

に伴う介入の内容はサービスごとに大幅に異なるため、SNS 機能を備えていないプラットフォームを含める画一的なアプローチは注意すべきだと考

えます。以下の特性を考慮して、検討会における「SNS」の定義をもっと明確にすることを推奨します。(a) フォロー/登録などの特定の機能によ

り、社会的交流を促している(リーチやフォローの範囲拡大を含む)、(b) 未知または匿名の人物やユーザーを見つけて対話する機会を提供してい

る、(c) アルゴリズムやキュレーションによるレコメンデーション システムを活用して、ユーザー生成コンテンツを別のユーザーに推薦または宣

伝でき、(d) 共有を促進することでコンテンツを「バズらせる」ことができる。 

【日本マイクロソフト株式会社】 

プラットフォーム事業者が「不特定の者が情報を発信しこれを不特定の者が閲覧できるサービス」と定義されているが、例えば「不特定」の内容

がいかなるものか（サービスの利用のためにプラットフォームへの利用者登録が必要であり、プラットフォーム事業者が利用者を特定できる場合に

は「不特定」なのか否か）など、依然としていかなるプラットフォーム事業者のどのサービスが「責務」の対象であるかが不明確である。また、

「情報」は極めて広い概念であり（例えば各地の気象情報やプログラムのソースコードも典型的な「情報」である）、この定義を用いる場合、誹謗

中傷のために使われている実態がほとんど存在しないサービスが規制の対象に含まれてしまう懸念も存在する。以上に鑑みると、規制の対象となる

「プラットフォーム」はさらに精緻に定義される必要がある。 

 

具体的なサービスの特定なしに、「責務」や「規律」が課されること自体やその内容に関する適切な意見集約は困難であり、この点を曖昧にした

ままで議論を進めることは立法上のデュー・プロセスに悖るものである。 

 

また、利用者に対して、店舗、商品やサービスのレビューの投稿と閲覧を可能にすることを主要な目的とするサービスについては、その形態によ

り概念上「不特定の者が情報を発信しこれを不特定の者が閲覧できるサービス」に該当することも想定される。しかし、名誉毀損の成立に際して、

事業者に対して一般私人より高い受忍限度が設定される場合（東京高決平成 30年 6月 18日判時 2416号 19頁、東京地判令和 3年 3月 5日判タ 

1491号 191頁（東京高判令和 3年 11月 4 日 TKC25595272[控訴棄却]・最高裁令和 4年 9月 15日 TKC25595273[上告不受理]）、東京高決令和 5年 3

月 20日 TKC25594699など）もあることや、批判的なレビューも商品やサービスの提供者と消費者の間の情報の非対称性に伴う問題を改善する価値

があり、消費者の選択に一定の意義があること（内閣府「 国民生活白書」平成 20年、53ページ、総務省「情報通信白書」平成 28年、70ペー

ジ）、また、広告宣伝費に大きな投資をする体力がない中小零細事業者などにとって口コミが重要な顧客開拓手段となりうることも考慮して慎重に

議論されるべきである。 

 

加えて、「不特定の者が情報を発信しこれを不特定の者が閲覧できる」機能がサービスの付随的な機能に留まる場合については一層慎重に検討す

るべきである。なお、このような類型のサービスを規制対象とする方向で検討するのであれば、そのようなサービスにより生じている被害の実態を
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さらに、情報の削除等に関する「責務」が位置付けられれば、プラットフォーム事業者が削除対応等の取り組みが促進される前提であるが、この

「責務」は法律上の義務であるのか、社会的責務であって法的には努力義務であるのかが不明確である。仮に前者であれば、情報の削除に関する義

務付けとなり、削除対象となる「違法」情報の範囲の広さ次第では、各法における規制の対象となる情報の範囲を上書きするような広範な規制とな

って表現の自由との関係で大きな制約になりうるし、仮に後者であれば、「責務」を語ることで何らかの法的義務を課したかのような誤解を世間に与

えることとなって妥当ではなく、いずれにしてもこのような「責務」を大上段に語ることは避けるべきであると考える。そもそも、削除義務が法的

に明確でないのが問題であるとするならば、そのような削除義務を法的に明確化する立法努力が先行すべきである。（再掲） 

【グーグル合同会社】 

提言 2: 対象となるコンテンツの種類を明確化し、策定するコンプライアンス義務の対象から、合法な有害コンテンツを除外する。 

ディスカッション ペーパーでは、「合法な有害」コンテンツまたは「誹謗中傷」コンテンツ、およびフレーミングなどの関連行為に関して曖昧さ

が生じています。マイクロソフトは、違法コンテンツと合法な有害コンテンツを明確に区別する規制を支持します。 

違法コンテンツは、該当する公的機関が現地の法律に即して判断を下し、ノーティス アンドテイクダウンの制度を通じて対処すべきです。合法

だが有害性において許容できないコンテンツは、関連するサービス プロバイダーのサービス利用規約、コミュニティ ガイドライン、その他のポリ

シーとプロセスに即して対処すべきです。 

誹謗中傷のような合法だが有害なコンテンツに大規模な規制をかけることは本質的に難しいだけでなく、表現の自由を損なう可能性があります。

また、ディスカッション ペーパーで指摘されているとおり、「検閲に近い行為を行うことを政府がプラットフォーム事業者に強要すれば、一部の事

業者が投稿を過度に削除するリスク」があります。コンテンツが誹謗中傷に該当するかどうかは主観的な見解で判定されることが多く、プロバイダ

ーはその判断に必要な要素や文脈を必ずしもすべて把握しているわけではありません。違反行為の常習者が共有するコンテンツへの積極的対処な

ど、こうしたコンテンツに関する要件を課すことは、プラットフォームによるコンテンツの過度な削除につながり、基本的権利である表現の自由に

影響を及ぼす可能性があります。さらに、特定アカウントの積極的監視を求める要件が課せられた場合、もう 1つの基本的権利であるプライバシー

がトレードオフによって損なわれる可能性があります。 

人工知能を活用したテクノロジーを導入することで、明らかな違法コンテンツ (児童性的虐待のコンテンツなど) の迅速な特定と削除を大規模に

実施できるようにはなりますが、コンテンツが誹謗中傷に該当するかどうかをこのテクノロジーでは判断できません。これを行うのに必要となる微

妙な判断を下す能力を人工知能は持たないため、否定的または敵対的なコンテンツをすべて誹謗中傷とみなすような画一的な方針が採用された場

合、かなりの量の合法的な言論や主張が削除される可能性があります。 

特定の有害コンテンツに対するさらなる規制を 検討会が勧告する場合、マイクロソフトは、産業界や市民社会からの意見に基づいてそれらの有

害性を十分に定義することと、(通常、さまざまな関連禁止事項が含まれる) プロバイダー自身のポリシー適用に関する説明責任をプロバイダーに

求める以上の措置を行わないようにすることを強く推奨します。 
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有害情報については、責務・規律の対象から外れるべきである。しかし、本検討の方向性においてしばしば「違法・有害情報」という表現が用い

られており、責務の対象となる情報の範囲という極めて重大な前提において、曖昧な記載がなされているため、修正を求める。 

責務の内容が主に「削除」を求めるものであるから、法的にプラットフォームが削除義務を負う情報の範囲に限定されるべきである。ある表現行

為の削除を法律により義務付けることは表現の自由に対する制約になりうるため、具体的な法令により削除義務が規定される場合には、民主主義の

過程で適切に議論され調整された上で、立法がなされている（判例においても、この点は慎重に議論されている。）。これは、表現の自由が保護され

ている他の民主的な国において、法の支配の下で行われていることである。 

これに対し、そのため、これらの情報の削除についてはあくまでプラットフォーム事業者の自主性に任せるべき問題であり、具体的な法令等で定

められている削除義務を超えて、削除にかかる「責務」をプラットフォーム事業者に負わせることは適切ではない。 

また、権利侵害情報以外の個別の行政法規に違反する情報を違法情報に含めるとすれば、まず、そのような情報の削除をプラットフォームに義務

づける規定その他の法的な根拠が当該行政法規上存在するか否かが問題となるはずである。 

この点についての個別具体的な行政法規についての検討や立法手当なく一律に「行政法規に違反する」ということをもってプラットフォームに情

報の削除を期待するのであれば、当該行政法規の規定を一律に上塗りする広い削除義務を導入することと等しく、適正手続の面で問題がある。ま

た、仮に、何らかの行政法規が、特定の情報を公衆送信することを明文で禁じている場合であっても、あるコンテンツがその行政法規に違反するか

否かをプラットフォームが判断することに現実的な困難が伴うことが多いことは容易に想像されるため（例えば、闇バイトに関する労働者の募集に

ついて、募集の文言（「情報」）のみを見て闇バイトであると確定できる場合は殆ど存在せず、プラットフォーム事業者としてはその業務の実態につ

いて知ることはできないから、どのような労働者の募集が闇バイトの募集であり、職業安定法に違反するのかをプラットフォーム事業者が判断する

ことは困難である。）、それに伴う問題についても十分な検討が必要である。 

上記に加えて、当該行政法規の違反の請求権者が誰かが問題となる。そもそも削除請求権が定められていない情報の削除については、請求権者も

個別の行政法規において定めがないところ、その請求権者を現在検討中の法律において定めるとすれば、個別の行政法規における保護法益等を考慮

しない乱暴な立法となる可能性もあり、デュープロセスの観点から問題があり、また、表現の内容規制としての憲法上の重大な問題が生じうる。仮

に、請求権者を何も定めず、何人からの請求に対してもプラットフォーム事業者が対応する義務を負わせられることとなれば、同様の問題が生じる

ことに加え、対応義務は広範となりすぎ、不合理な負荷がかかることとなり、妥当でない。 

逆に、これらの削除請求権の定められていない行政法規違反の情報の削除については、削除すべき「責務」の範囲に入るものの、かかる「責務」

は法的義務ではなく、最終的な削除の判断はプラットフォーム事業者の判断に任せるものだとすると、その「責務」とは一体何を意味するのかが不

明確である。仮に、これらの情報についても「運用状況の公表」の対象となるとすれば、プラットフォーム事業者が削除しないと判断したことが削

除率の低さとしてあらわれることとなり、「十分な削除を行っていない」との批判につながることは想像に難くない。 

したがって、有害情報は、責務の対象となる情報から除かれるべきであり、違法情報についても、法令や判例により削除請求権が認められている
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上記に加えて、当該行政法規の違反の請求権者が誰かが問題となる。そもそも削除請求権が定められていない情報の削除については、請求権者も

個別の行政法規において定めがないところ、その請求権者を現在検討中の法律において定めるとすれば、個別の行政法規における保護法益等を考慮

しない乱暴な立法となる可能性もあり、デュープロセスの観点から問題があり、また、表現の内容規制としての憲法上の重大な問題が生じうる。仮

に、請求権者を何も定めず、何人からの請求に対してもプラットフォーム事業者が対応する義務を負わせられることとなれば、同様の問題が生じる

ことに加え、対応義務は広範となりすぎ、不合理な負荷がかかることとなり、妥当でない。 

 

逆に、これらの削除請求権の定められていない行政法規違反の情報の削除については、削除すべき「責務」の範囲に入るものの、かかる「責務」

は法的義務ではなく、最終的な削除の判断はプラットフォーム事業者の判断に任せるものののだとすると、その「責務」とは一体何を意味するのか

が不明確である。仮に、これらの情報についても「運用状況の公表」の対象となるとすれば、プラットフォーム事業者が削除しないと判断したこと

が削除率の低さとしてあらわれることとなり、「十分な削除を行っていない」との批判につながることは想像に難くない。 

 

したがって、有害情報は、責務の対象となる情報から除かれるべきであり、違法情報についても、法令や判例により削除請求権が認められている

ものに限定すべきであり、それを超えた「違法情報」を「責務」の範囲に含めるべきではない。（再掲） 

【グーグル合同会社】 

【「違法」の意味内容の不明確性】 

「違法」情報の意義も不明である。すなわち、「違法」には、情報を流通させることが人格権侵害に当たる場合、知的財産権侵害に当たる場合、

契約上の秘密保持義務違反に当たる場合、行政法規違反に当たる場合など様々なものが考えられるが、そのどれを指すのか不明である。仮に「違

法」情報が、法的にプラットフォーム事業者に対する削除請求権が認められるものを指すに過ぎないのであれば、その旨を明らかにすべきである。 

そうではなく、プラットフォーム事業者自らの義務に関わらず法令に違反するものも含めて「違法」情報という場合には、監督官庁の指導の下、

プラットフォーム事業者に削除基準の作成等を義務付けることは、事業者に、自ら削除義務を負うわけではない場合にまで情報の内容を審査するこ

とを強いることになり、やはり実質的に検閲に等しいほどに強度な表現の自由に対する制約を伴うと言わざるを得ず、憲法上問題がある 

例えば、薬機法違反の投稿や闇バイト・詐欺の受け子に関するやりとりなど犯罪にかかわる投稿については、法令上直ちにプラットフォーム事業

者に対する削除義務は認められないと考えられるが、仮に、プラットフォーム事業者が自ら当該投稿が（自主規制とは別に）法令違反か否かを判断

した上で削除すべき義務を負い、法令違反か否かの判断を誤った場合にプラットフォーム事業者の義務違反ということになるのであればプラットフ

ォーム事業者としては保守的に疑わしい投稿全てを削除する対応を取らざるを得ない。また、削除義務がない場合でも、上記のような情報を削除対

象とする削除基準の策定を求められ、その運用が評価されるとすれば、同様の対応を取らざるを得ないと思われる。 
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くべき機会が与えられるべきである。 

【グーグル合同会社】 

「プラットフォーム」の定義が不明であり、対象となる「サービス」も不明であるため、対象となる事業者の範囲も不明である。したがって、適

切な者から適切なコメントが寄せられないおそれがあるため、議論のスコープを明確にすべきである。 

【弁護士】 

【「プラットフォーム」の定義の不明確性】 

「プラットフォーム」ないし「プラットフォーム事業者」を規律の対象として念頭においていると見受けられるが、それらの定義が曖昧である。

すなわち、「不特定の者が情報を発信しこれを不特定の者が閲覧できるサービス」を「プラットフォーム」とし、それを「提供する者」を「プラット

フォーム事業者」（P7）と定義されているが、いずれもあまりに抽象的といわざるをえず、規律の対象となる者や団体が明確に特定されていない。こ

れでは対象を的確にとらえているのか、検討の方向性の是非を議論することすら難しい。法令の適用範囲に関しては明確でなければならないとされ

ており、その基準は、判例上、「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可

能ならしめるような基準が読み取れるかどうか」（最大判昭和 50年 9月 10日刑集 29巻 8号 489頁。徳島市公安条例事件（なお、明確性の原則が表

現の自由に適用されることは、最大判昭和 59年 12 月 12 日民集 38巻 12 号 1308 頁の税関検査事件によって判示されている。））とされている。それ

故、少なくとも上記のような「プラットフォーム」ないし「プラットフォーム事業者」の定義は、明確性の原則から問題がある。 

したがって、現状の定義では、表現の自由を制約する法令に適用される明確性の原則に抵触する可能性があり、憲法上問題がある。今後の検討に

より仮に規律の対象を再定義するのであれば、上記の明確性の原則を踏まえて一義的に判断可能な定義にすることが不可欠である。 

【弁護士】 

【「事業者」の定義の不明確性】 

「事業者」の定義の曖昧がゆえに、以下の 2点の問題も生じる。 

①表現の自由（流通）と知る権利に対する制約が強度となる可能性がある 

対象とする事業者の定義が曖昧であると、事業者にとって自らが当該対象となる事業者に該当するかの判断が困難となり、本来法令が規制の必要

がないと考えた事業を営む事業者も保守的な対応をして投稿の削除等の対応を行う可能性が高くなる。 

したがって、情報の自由な流通が阻害される可能性が高くなり、結果として憲法上保証された表現の自由（流通）（憲法 21条 1 項）に対する制約

や「表現の自由と表裏をなす国民の『知る権利』」（最大判昭和 44年 11月 26 日刑集 23巻 11号 1490 頁。博多駅フィルム提出命令事件）に対する制

約が強度になる。 

②事業者の負担（営業活動の自由への制約）が大きくなる可能性がある 

最終的に法令による義務付けの内容によるものの、特定の情報を迅速かつ適切に削除する等の対応を行うことが求められる場合（P７）、従来の自

主的な対応及び紛争手続への対応に加え、さらなる予算や人員を当該義務へ対応させることが求められる。その対応に関するコストも、サービスの

性質ごとに異なる（例えば、文字情報なのか、動画なのか、どの程度の長さのコンテンツなのか等によって当然異なる。）。 

それにもかかわらず、曖昧な「事業者」という定義によってこのような過大な「責務」を負担させることは、事業者に不合理な不利益を強いるも
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仮に何らかの特定の項目の運用状況の公表を求める場合には、適正な手続きを経て、適切に事業者の意見を尊重して定めるべきである。この際、

上述の通り、サービスの実質的な差異を踏まえて有意義なデータの開示が可能であるような一定の柔軟性を認めることに加えて、プラットフォーム

事業者の営業秘密の開示を求めない、個人情報の保護や悪意のユーザーに利用されないようにするためにセキュリティ等の観点から開示すべきでな

い事項も存在することや、相当程度多数のデータを取り扱うことに起因する実務上のオペレーションの現実的可能性を含めた検討も必要である。 

【グーグル合同会社】 

運用状況の公表について検討する上で、求められる透明性の程度（公表内容の粒度）等についてはあくまでも事業者の自主的な取組の範囲内で行

われることにすべきと考えます。 

【KDDI株式会社】 

【プラットフォームごとに、公表すべき内容やその評価は異なるであろうこと】 

事業者が運営するプラットフォームにおけるコンテンツは様々である（例えば、最大 140文字の短文の投稿が原則であるサービスもあれば、数時

間にも及ぶ動画が投稿可能なサービスもある。）。そのため、当該コンテンツにおける表現を精査する必要性や負担が異なるなど、事業者ごとに削除

等の取組の実態や負担に当然差が出ることになる。そのため、（規制対象の事業を極めて狭く定義づけない限り）一律に「運用状況」を公表するこ

とは、上記のようなプラットフォームごとの実態や負担の差が認識されず誤った評価を受け、場合によっては本来は単純に比較できないプラットフ

ォーム間の公表された数値のみを比較されて、誤った認識に基づき特定のプラットフォームの社会的評価を低下させるおそれがある点で不当であ

る。 

【弁護士】 

提言 3: 透明性に関する期待事項を明確化し、国際基準に合わせる。 

マイクロソフトは、ユーザーがシェアするコンテンツやこれに関連したその他のユーザーとの問題等について、プラットフォーム事業者がユーザ

ーのオンラインプラットフォーム利用に関する意思決定をどのように行うのかユーザーが理解できるようにすべきという意見に同意します。マイク

ロソフトは、コンテンツモデレーションに関する透明性報告と共に、明確なポリシーをアクセスしやすい状態で公開することをプラットフォームに

求める要件を支持します。ただし、これら 2つの形態の透明性をディスカッション ペーパーでもっと明確に区別することを推奨します。 

透明性 (またはプラットフォーム事業者とユーザー間の「情報開示」) に関して、ポリシーとその適用方針をユーザーが知ることには合理性があ

るかもしれませんが、コンテンツ モデレーションが決定されるたびにユーザーが背景事情を詳細に報告されることは必ずしも適切とは言えませ

ん。柔軟性に乏しい要件を事業者に課すことは、最悪な形態の有害コンテンツをなくそうとする努力を無意味なものにしてしまう可能性がありま

す。また、その他のユーザーに嫌がらせをするなどの不正な目的のために、コンテンツ モデレーション システムを意図的に「操作」あるいは「武

器化」するユーザーが登場する可能性もあります。プラットフォーム事業者が、画一的なプロセスに毎回強制的に従う義務を課せられることなく、

ユーザーによる報告を選別し調査できるようにする必要があるのは、このような行為が考えられるためです。 

コンテンツモデレーションに関する個々の決定の報告を事業者に義務付けることは、特に大規模に行うとなると非現実的です。また、報告に含ま

れるユーザーが、プライバシー リスクや物理的セキュリティ リスクに意図せずさらされる可能性があります。 
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ある。 

（３）既存の法制度の枠組みにとらわれない対策の必要性 

本案においては、現行の発信者情報開示制度は、情報が拡散され被害が際限なく拡大するおそれがあることに着目して不特定の者に受信されるこ

とを目的とする通信を対象とする規定となっていることを理由として、DMによる被害への対応について消極的な方向性が示されている。 

しかしながら、前述したとおり、昨今のインターネット上の誹謗中傷の被害は、匿名性の問題から、非公開性の問題へとシフトしており、DMに

よる被害が法の抜け穴となることにより、被害が陰湿化・深刻化しており、もはやこの問題を野放しにすることは許されない状況にある。 

また、DMによる被害は、公開の場における誹謗中傷と相まって増大する傾向がある。すなわち、第三者の目に晒される状況下では誹謗中傷がで

きない発信者が、DMを通じて誹謗中傷のメッセージを送信してくるのである。このような観点からは、DMによる被害も、情報が拡散され際限なく

拡大する被害の一環といえる。被害者から見れば、公開であろうと非公開であろうと、同じ誹謗中傷の発信であることには変わりはないのである。 

そもそも本 WGは、総務省が公表した「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」に基づき、その取組が進められてきたも

のである。その本来的な目的は、インターネット上の誹謗中傷等の被害を防止することにあるのであるから、既存の発信者情報開示制度の枠組みに

とらわれるのではなく、いかにして誹謗中傷被害を防止するかという観点から、DMによる被害の問題についても正面から取り組むべきである。 

（４）通信の秘密との関係 

これに対して、一対一の通信について発信者情報開示を認めることは、通信の秘密との関係で問題があるという意見も見受けられる。 

しかしながら、現行法制下においても、DMで犯罪行為があった場合には、捜査機関から発信者情報開示を求めることがあり、通信の秘密といえ

ども不可侵ではない。 

また、DMによる被害の場面においては、発信者と受信者の双方が見知らぬ間に通信を傍受しているわけではなく、権利侵害の被害を受けた被害

者（受信者）が発信者の情報開示を求めているのであり、本来的な意味での通信の秘密が問題となるものではない。 

仮に通信の秘密について慎重な取扱いが求められるとすれば、例えば、一対一の通信については、裁判所による決定を開示の手続的要件とするこ

とが考えられる。 

（５）所属事務所による管理の限界 

いわゆるタレントや歌手、芸能人などのアーティストについては、所属事務所がアカウントを管理することにより、アーティスト本人が DMによ

る誹謗中傷の被害を受けることを防止することが可能であるとの意見も見受けられる。 

しかしながら、アーティストの公式アカウントについては、必ずしも所属事務所が管理しているものではなく、アーティスト本人が直接管理して

いることも多い。このような取扱いがされている理由については様々なものがあるが、アーティスト本人が直接情報発信することにより情報の即時

性や拡散力が高まることや、アーティスト本人が自己管理を希望していることなどが主な理由である。アーティストが自ら直接ファンに向けて情報

発信し、これにファンが呼応するという関係は、現在のアーティスト活動においては欠かせないものとなっている。 

以上のような点を考慮すると、所属事務所がアカウントを管理すればよいという意見は、現代的なアーティスト活動に対する基本的理解を欠いた

ものと言わざるを得ず、問題の本質からも外れている。 

（６）DM受信制限論の問題点 
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て伝統的に唱えられてきた編集権の行使者としての海外事業者から日本国民が得られる情報が損なわれないこと、を希望します。英米と仕事上の交

流があるものの法学とは別分野の大学教員が個人として申し上げるコメントに過ぎませんが、閲覧いただけますと幸いです。 

【個人】 

日本は世界的に見て治安の良い国です。ですがインターネット上では諸外国と比べて変わらない、有害情報が溢れかえっているのは何故でしょう

か。  

このインターネット上に有害情報が溢れかえっている現状は犯罪行為が著しい海外の事業者がプラットフォームを運営・管理している非常にシン

プルな事が原因だと言えます。  

 

日本よりも犯罪を減らせていない海外に本拠地を構えている大手プラットフォームが日本社会に合っていない適切な対応をしない指揮を取ること

でインターネット空間の日本の治安を脅かしている状況を見過ごしていいのでしょうか。  

 

度重なるニュースで違法薬物や闇バイトの情報を耳にしますがインターネット上に数多くのメッセージをやり取りできるサイトがあるにも関わら

ず、 Twitter等といった第三者からの通報では削除対応を行わない事で有名な海外事業者のプラットフォームが犯罪の温床になっている事実があ

ります。  

 

違法情報の流通にある通りに検問に近い行為を強いる事が確かに懸念されますが、削除対応を請け負っている人間が犯罪シンジケートに脅迫・買

収されている可能性も念頭においた場合に精査できる透明性が高い第三者の公的機関を立ち上げる事は必須条件であり他に有効な対処法はないと思

われます。  

違法情報の厄介な点は、通報を逃れる為に専用の言葉が使われていることを考慮すると、偶然見かけた第三者からの情報提供や通報が望めない

為、プラットフォーム側による自動的な削除や自主的な巡回による削除が正常に行われているかが重要となります。  

 

Googleや Twitter等の海外プラットフォームは通報した際に、ご本人や代理人であることを求めてきますが、各ポリシーには有害情報を許さな

いことが記載してあり、有害情報を許さないが第三者からの通報には応じないという文章は明記されておらず、明記してあった場合も日本において

は如何なる人物や企業が如何なる理由を持ってしても日本国民を差別、人権を侵害する権利を有さないことは最高法規に明記されているので然るべ

き対応をとるべきであると考えます。  

  

そして日本国民全員がインターネット環境を整えていない事実がありますが、インターネット環境を持たない人がインターネット上で誹謗中傷に

おける被害にあっていた時に第三者からの通報からの削除に応じないのなら一体誰が守れるのでしょうか。  

この杜撰な穴を残していながら遵守させようとするルールの様にアメリカではより深刻な有害情報が飛び交い、様々な人種差別と人権団体が衝突

しているのに日本独自の対応策をとらずに持ち込まれたものをそのまま使用するからスマートフォンの日本上陸で、若年層への海外サイトの普及で
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あらゆる面で犯罪被害に巻き込まれています。  

  

子どもをターゲットにしたサイバー犯罪の年間の発生件数は 2,000件前後ですが、全体の 3分の 1程度がツイッター、次に多いのがインスタグラ

ムと犯罪の発生源は決まってアメリカニズムな風土で利用者の表現の自由を優先してモラルや法的問題を二の次にしている海外サイトやアプリで

す。 

利用者の表現の自由と言いますが、あからさまな個人攻撃や誹謗中傷を守ることで何が起きているか、通報したのに削除されなかった人たちは一

体どうなるか考えていきたいと思います。 

一度二度通報して無駄だったことを経験している青少年、少女の大半は誹謗中傷や有害情報を見ても通報を諦めてしまう心を植え付けられている

ことは想像に容易いと思います。  

  

最近では何をしても無駄だと諦めてしまい適切に通報したらアカウントの凍結ができる犯罪行為の自慢に対しても「やったもん勝ち」と勘違いし

たコメントを残すほどに青少年、少女たちの心は荒んで教育に悪影響を及ぼしていること「学習性無力感」を引き起こしている人が非常に多く増加

していることがわかります。  

  

自分の身を自分で守れない心が弱い人たちが今の時代大勢いることを踏まえて、今後対応が改善されたとした場合に刷り込まれた知識で止まった

ままの人は出てくると思います。  

だからこそご本人や代理人による通報に限定することは助けを呼べない多くの人々を切り捨てることになると思い、第三者の重要性、第三者機関

の設立は必須と言えます。  

  

初動対応が遅れることで大きな被害に発展するケースや、誹謗中傷で精神的に弱っている被害者に通報の為に見たくない情報を見るように促して

いる状況が日本国内の高い自殺率に関連している、自死を助長している可能性もあるのではないかという点にも注目していきたいです。  

  

些細なことに思えるメッセージを見たことで昨日までは元気だったのに翌日には気落ちしている方がインターネット上に沢山いることから、法律

事務所や警察に相談が必要なほどの被害に遭っている被害者の苦しみや心情は、知識があり、人の心配をする余裕のある自分たちからは計り知れな

いことがわかります。  

  

今年 6月に男性が歩いている女性に自分が笑われたと勘違いしたことで が起きていますが、インターネット上で何よりも怖

いことは不特定多数の人間が見ていて、発信した人も受け取った人も一人ひとりの健康状態、表情、感情の起伏がお互いにわからず些細なすれ違い

から大きな事件への発展に繋がることです。  
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書き込みの削除や書き込みの禁止は精神的に不安定な人が過ちを犯すことを未然に防げる唯一の対処法です。慎重になる必要などあるのでしょう

か。  

完璧な人なんていません。現実社会やインターネット上で悩まされて少しだけ間違ったことを発信してしまう可能性は誰にでもあると思います。

そんな時にこれはよくないと誰かが通報したことで削除してくれて書き込みを止めてくれたら救われる人も多いのではないのでしょうか。  

少年時代に子供向け趣味のファンサイトのチャットルームで喧嘩して言い争い発展した事がありますが、その時は当時大学生と高校生だった管理

人と副管理人がチャット内にいた人を強制的に入室禁止にしてチャットログを削除してより過激な言葉が出る前に終わる出来事として処理されまし

た。  

  

子供が管理しているサイトですらこれが出来たのに、なぜ海外の事業者が管理しているプラットフォームは利用者が攻撃的な発言をしても誰にも

削除されずに野放しにされているのでしょうか。  

  

野放しにしたことで大きな問題に発展していく典型的な事例が に関わる事件だと言えます。  

この事件は放置することで生まれるリスクや、ノーティスアンドテイクダウンが如何に大事かがわかる問題です。  

1.様々なプラットフォームの誹謗中傷の初動対応を誤ったことでの   

2.SNSに投稿された中傷している画像などへの訴訟  

  

  

初動対応で誹謗中傷を書き込む人たちの書き込みを規制できていたら が生きていた可能性の他に  

通りすがりに誰かが問題の画像を危険だとして通報してツイッター運営が削除に応じていた場合も の目に止まらず情報の真偽が改め

ることもなく 2と 3が起きていなかった可能性があります。  

ノーティスアンドテイクダウンが成されなかった結果、 も も訴訟された女性も不幸になっている訳です。  

  

誹謗中傷を実際にしていない人も、本当にやってしまった人も第三者からの通報で早急に削除されていたら一時の気の迷いで丸く収まった可能性

が唯一あり、大きなメリットと言えます。  

  

も少年に対し 6,700万円の損害賠償請求と株価 168億円下落が報じられてきましたが、すぐに削除していたらお互いに被害はも

っと少なかったのではないか、やったこと自体は許されていい行為ではないが不快に感じた人がすぐに削除要請をして削除されていたらここまで認

知されずに大きな炎上事件にならないように出来たのではないかと思います。  

人によってはこれを隠蔽と感じるかもしれませんが、一つの失敗や失言で更生の余地を奪い去ることが正しい行いでしょうか。削除させない削除

してはいけないと問題の文章や映像をいつまでもネット上に掲載して大衆による私刑や袋叩きが起きるまで情報を拡散したり放置する方向に持って
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いく傾向は歪んでいると言えます。消し忘れたタバコが落ちているのに第三者が拾って捨ててはいけないのでしょうか。 

 

状況にもよりけりですが炎上事件を見る度にプラットフォーム事業者が一つ二つツイートを削除するだけで反省して終わったのではないか。アカウント

を一時的に凍結するだけで反省してくれたのではないか。活動休止や引退に追い込む必要性まであったのだろうか。本当に悪いのは実態以上に脚色して批

難して二次被害を拡散している個人アカウントや個人ブログじゃないかという疑問点と、プラットフォーム事業者が一番軽症で済む些細な問題の時に対応

せずに、被害と憎悪が限界を迎えるように敢えて誘導しているフシすらあるように見て取れます。  

 

実際にライブドアブログは可視化されたコメント数、ツイッターはツイッタートレンドと誹謗中傷や炎上事件が競争の激しいプラットフォームを盛り上

げ閲覧者を増やす一大コンテンツとして事業者に認識されている可能性も考慮していきたいと思います。  

 

炎上事件を専門に取り扱うアカウントや、炎上事件を専門に取り扱うブログがいずれも規約違反の個人攻撃を行っていても大本のプラットフォームから

処罰されずに優遇されている状況は、誹謗中傷をお互いに飯の種にしようと協力体制に近いことが伺えます。  

 

個人事業主やプラットフォームの事業者が炎上コンテンツを取り扱えなくなったことで広告収入の減少や利用層を奪われたり競合他社に出し抜かれない

かという身勝手極まりない心配が削除要請に応じたくない運営方針の根底にあるのではないでしょうか。  

 

実際にツイッターや YouTubeで違法なコンテンツが長いこと彼らのプラットフォームを支えるコンテンツに使われて問題視されてきました。  

 

炎上というものがコンテンツとして扱われている以上、この懸念への対応策としてすべてのプラットフォームが健全な運営をしているのか、大衆からの

反感を買いやすい誹謗中傷コメントを投稿する自作自演や、失言をした相手への執拗なストーカー行為で無理やりさらなる暴言を引き出したいと過剰に叩

いて燃えやすくしてみたり、自サイトに誘導する炎上コンテンツへの動線を自ら作るマッチポンプ等を行っていないかを精査し、厳正に管理することがで

きる第三者機関の存在の重要性が出てきます。  

 

  

 

違法・有害情報相談センターで多く問い合わせが来ているのは Twitter、Google、Meta、5 ちゃんねる、爆サイですが、ライブドアブログ（以下「まと

めブログ」という）も時に口論がヒートアップして様々な誹謗中傷が飛び出す危険地帯になっているので無視はできないかと思います。  
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下記のまとめブログでは実際に建物などに火をつける行為としての「放火」というワードが口論している相手への挑発に飛び交っていますが、

が過去にあった以上、軽々しく書き込まれる此等のコメントは誹謗中傷と同等、それ以上に無視してはいけないとわ

かるはずです。  

上位５者にいないとはいえまとめブログに対する対策も推し進めて、ヤフーニュースがした様に携帯電話番号を登録するように義務化していく必

要性を考えていきたいと思います。  

  

  

  

  

  

  

 

最近では に今年 4月にも とここが日本と思えないニュースが続いていると思われます。  

なぜこんな事が起きるのか熟考した時に、インターネット上で彼らに対する誹謗中傷が放置されていることでまるで同じ思想のコメント欄の人た

ちに自身のテロリズムが応援・肯定されていると勘違いした、劇場型犯罪の引き金になっているのではないかと思いました。  

  

  

  

  

  

歯止めをかける人間がいなくて過激化の一途をたどるまとめブログのコメント欄ですが、テロ行為を口走る彼らの動機の一つに、この思想は管理

者にも肯定されている決して排除されない正しいもので、同じ思いの仲間が沢山いると錯覚させ続けたことが背景にあると思います。  

実際は画一化しない方向性でアフェリエイト収入を得ることを第一とした無責任な運営方針で、彼らにとって居心地のよい環境に特化してきた結

果が といった思想の寄り合い所になったのかなと思えます。 

このような一線を越える寄り合い所を検閲せずに放置することは 書き込まれていく攻撃的

な誹謗中傷が自他ともに消されないことで自分は皆は正義の行いをしていると内集団バイアスが働きやすくなる環境でネット上の集団による私刑や

現実でのテロ行為を誘発する幇助をしてきたのではないでしょうか。  

まとめブログは性質上、自分にとって都合のよい書き込みをピックアップして一番書き込みが多かった世論として印象を操作していることが殆ど

なので非常に作為的と言えます。  
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まとめブログの他にも誹謗中傷、有害情報をメインコンテンツにしているサイトを検索結果に表示する Googleを筆頭にした検索エンジンも問題

を抱えています。  

  

  

  

  

インターネット上の有害情報も様々で誰かしらの心の拠り所になっているだろうコンテンツを好きか嫌いと検索させて検索候補を汚染するサイト

や、特定の人間を標的にした誹謗中傷や、何が悪いの？と言わんばかりに犯罪の温床への入り口を紹介しているサイトと様々です。  

Googleなどの検索エンジンはこの様な加害がメインコンテンツになっているサイトも報告が行われたら検索結果から適切に除外するべきです。  

  

そして文字を入力した時に表示されるオートコンプリート機能も有害情報の一つだと思っています。  

Googleとしての言い訳は「予測検索キーワードは、Google ユーザーの間で、またインターネット全般においてよく使用されている検索キーワー

ドをアルゴリズムによって反映させたものです。」とありますが、予測検索で出てきたら知識のない一般人は実際の評価に関係していると思うはず

です。  

  

インターネットのメイン利用層の殆どは若年層で高齢者であっても殆どの人は仕組みや専門用語の意味を理解せずに使用しているケースが一般的

であり、技術者目線のこの意見は日本社会に Googleが影響を及ぼしている問題から乖離している回答と言えます。  

  

炎上などの精神的に不安になる要素を体験した人が自分の名前を恐る恐る入力して予測検索に誹謗中傷が出てきたらこれを世間の評価だと思うは

ずです。  

日本のテレビゲームを検索する際に予測検索で「つまらない」「クソゲー」と出てきたら購買意欲が削がれることは確かだと思います。「サービス

終了」と出てきたらサービスが終了したものだと勘違いをしたりプレイするのが億劫になるかもしれません。「炎上」「いじめ」と出てきたらイジメ

をする子で炎上した子なんだと勘違いすると思います。  

肝心なのは検索候補で何度も何度も表示されたらサブリミナル効果のように潜在意識へのマイナスイメージの刷り込みが行われることや、見た人

が事実だと思えば事実ベースで話が進み、検索候補で検索してみたら多種多様なサイトがインターネット上にはあるので実際に嘘の情報を信じてい

るマイノリティ側のサイトに誘導されて嘘の情報を事実と認識されることです。  

  

自分が好きなキャラクターコンテンツを検索した際にネガティブなワードが表示されるリスクが伴う仕組みは日本の青少年、少女の人格形成によ

くない影響を与えて、誹謗中傷に見慣れることで誹謗中傷が拡散される社会やネットリンチを助長しているかと思います。  
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Googleなどが検索候補を軽んじる傾向はプラットフォーマーとして検索候補や検索結果が不適切なものだと死活問題に繋がるコンテンツを持っ

ておらず、違法アップロードしている海賊版サイトを放置しても自己の利益を損ねない立場からの対岸の火事を見ている気持ちが問題意識の低さの

現れだと思います。  

  

日本のコンテンツの海賊版被害は推計２兆円とされていますが海賊版サイト側の問題の他に検索サイト側のフットワークが重すぎることも一つの

要因だと言えます。  

海賊版サイトが閉鎖されると後継になるサイトを宣伝するサイトや（Google側が検索候補と同じ言い訳で）関連キーワードを出しますが、宣伝

されたサイトと宣伝しようとしているサイトを削除する段取りが遅く、関連キーワードの放置を顧みると非常に残念ですが総務省で公開されている

海賊版サイト対策の通りに Googleは真剣な取り組みができていないのかなという印象を受けます。  

  

ここまでプラットフォームの削除対応が不足していることを語らせて頂きましたが最後に特筆するべきは AIによる特殊詐欺、犯罪行為すべての

巧妙化です。今は怪しい日本語の詐欺も、いずれ AIに修正されて誹謗中傷も有害情報も自動的に効率的に送られて来る時が必ず来ます。  

  

Microsoftの Open AI「ChatGPT」や Googleの「Bard」などは一応は悪用できないようにしていますが制限を回避した質問方法を模索する人たち

の存在や、他にも深層ウェブでは制限自体を解除したものを作れないかと WormGPTの研究がされています。  

  

手動による誹謗中傷も防げない、手動による有害情報も防げない、誹謗中傷を繰り返し投稿している連投 BOTも野放しな現在の対応策や法整備で

は手遅れになる可能性が近づいて来ていると言えます。  

正直な話、アジア人への差別が根強い外国の管理体制に任せることで削除対応している人間が個人的な感情で日本人にとって有益に働く必要はな

い。日本人が安全に管理される必要はないと思っていて怠っている可能性もゼロではないと思います。  

 

これはすべてのプラットフォーム事業者に存在するリスクと言えます。現に国内外で特定の人種を嫌って特定の人種だけを誹謗中傷して差別して

いる場所と人が存在するのですから席に座っている責任者がたまたまそういう人というケースも可能性としては存在します。  

  

今後、世界中の悪意を持った人たちは自己の利益を得るために AIを精力的に活用します。反して悪意を持っていない人が身を守るのに AIを活用

できる知識と環境はあるのでしょうか。  

すでに深層ウェブにある有害情報に対しては多くの国がお手上げ状態で、犯罪者ばかりが情報のアップデートを行えている様に思えます。  

  

誹謗中傷を見て見ぬ振りで巧妙化していない有害情報も溢れかえっている無防備な状態は AI によって想像を遥かに飛び越えた手法が矢継早に出
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現してきた時に後手に回ることが確実であり、国民を守る為に決断しないといけません。 

【個人】 

v(^ ^)v 結局、わりと時間ギリギリになっちゃった！いそがＣ v(^ ^)v 

 

さて、まずは全般について。 

 

まとめとしてはかなりスッキリして、読みやすさは前回と比べてだいぶ向上したと感じます。 

一方で、読みやすくすっきりまとまったことで、「結局具体的な方向性も決まっていない」ということも明らかになりました。 

 

表層的な「具体的に何をやるか」ではなく、根本部分の問題の定義や分析を行って、最終的なゴールを描いたうえで、直近数年に何をどうするの

か、という議論をする必要があります。 

 

今回のまとめはまさに「直近数年に何をどうするのか」だけが羅列されていて、「それをやった結果どうなるのか」「どのような問題がどう解決さ

れるのか」は見えてきません。 

結局のところ、臭いものに蓋をして、表面上は「大丈夫です。有害情報は見えませんから！」という先送りにしかならない状態になっています。 

【個人】 

v(^ ^)v お薦めシール v(^ ^)v 

 

まずは、有害情報や対策が必要とされる事象を、適切に分類できるような定義を作りましょう。 

 

少なくとも、 

・ストレス発散のため誰でもいいから嫌がらせ等を行いたいという「通り魔型」 

・自分の意に沿わない相手に対し告発キャンセルカルチャーを行う「正義（←いじめ）型」 

・承認欲求や自己顕示欲が止まるところを知らない「アピール型」 

・自分の主義信条を叫んで回る「布教型」 

・犯罪行為・脱法行為に基づく「違法型」 

・自己の利益のために行われる「利益型」 

の 6つ位には大別して、それぞれ「どうなるべき」「どうなるのが理想的か」をしっかり考える必要があります。 

 

違法・有害情報とか誹謗中傷などといった括りで対策をしようとすると、帯に短し襷に長しで痒いところに手も足も出ない状態になっちゃいます
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よ！ v(^ ^)v 

【個人】 

v(^ ^)v お薦めシール v(^ ^)v 

 

情報発信者が負うべき責務・責任について、きちんと一定の義務・責任のうえで情報発信の自由を与えないと、やりたい放題で収拾がつかなくな

りますよ。 

 

最近話題になった例として、寿司ペロ騒動などがありました。 

被害者の情報と、具体的に被害者がどういった被害を被ったのかを明らかにし、SNS等を通して拡散されたことで大事件になった訳ですが、広め

た人たちの責任が問われる様子はありません。 

セカンドレイプ等に当たる行為が平然と行われ、たくさん噂をして被害者を貶めることが、加害者の責任を重くする一番の近道、となれば世の中

大変なことになる訳です。 

 

強姦被害者のことをみんなに大声で触れて回ることはダメで、寿司ペロ被害企業のことを大声で触れて回ることはＯＫ、しかも被害企業が「被害

のことをみんなに知られてしまったため」に被った損害はすべて大本の加害者の責任であり、大本の加害者がすべてを負う、などというイカれた社

会が日本社会であるということです。 

 

未熟な知性しか持ち合わせない人たちが、強力な情報伝達ツールを使用することに対しては、「用法容量を守って正しく使う」ための教育が必須

であるという点に注意が必要です。 

将来的に、麻薬と同じく厳しい制限をしないと社会の秩序を保てないとなる可能性が、すぐそこまで来ています。生成系 AIも出現しましたし

ね。 

 

大事なことなので二度書きますが、情報の受け手の知性があまりにも低い場合、発信者側にはかなり大きな義務・責任が要求されるのは当然のこ

とです。 

この原理原則を無視する限り、社会秩序は大きく乱れ、社会全体が深刻な分断と貶し合いに陥ることになりますよー v(^ ^)v 

 

今回のまとめでは、「受け手の知性は低レベルで最低ラインの遥か下」な状態で「発信者には義務や責任をほぼ問わない、なぜなら表現の自由が

あるから！（キリリリリィィィィ」という地獄ループへと神風特攻するようなかほりが漂っていますよー(^ ^;;;;; 

この状態で取り締まりを行うお巡りさん的役割をプラットフォーマーに押し付けるのは、嫌がらせと捉えられても仕方がないレベルです。 

【個人】 



101 
 

v(^ ^)v 滑り込みセーフ v(^ ^)v 

 

意見の総まとめとしては、今回の WGの結果は、結局何も決められないし実効性のあることできないよね、という結論にしかなっていないため、

このままでは効果の薄いナニかをやってるフリ的に行うか、適当に弱い者いじめして「規制してますよ！！」をやるかの二択程度にしかならないと

思われます。 

 

・情報を発信する側の責任や義務をどう考えるのか 

→誰かを傷つける「可能性」が「十分に」あるなら、それを払しょくする義務を負うべきなのでは？ 

→誰かを傷つけたとき、ひき逃げよろしく逃げて捕まらないというのは問題があるのでは？ 

・情報を受信する側の責任や義務をどう考えるのか 

→多様な情報・有害な情報に対して虚弱なのであれば、利用しないという選択肢もあるのでは？ 

→情報弱者（一般的な意味のではなく、多様な・有害な情報に対して虚弱な人々の意味で）にはそれ向けの「やわらかい」サービスが提供されれ

ばよいのでは？ 

 

この程度の話は WGで結論を出せるようにしましょう。そして、 

 

・一般社会において陰口をたたかれることは、学校や職場においても起きている。 

→アナログ一般社会では、誹謗中傷や名誉棄損はよほどタイミングが合わない限り「見えない」し「残らない」 

→デジタル世界では「情報が長期間保管」されるため「見えやすい」し「広がりやすい」 

→よって、デジタル世界においては、大きなプラットフォームとそれ以外で区切っても実効性は低いといえる 

→アナログ一般社会で許容されていることを、デジタル世界で禁止しようとすると、必ず程度問題の壁にぶつかり、グレーゾーンで問題が多発す

る 

 

などなど、きちんと一つ一つ「結論」を出しながら前に進まない限り、「何やりたいのかよく分からん」ような提言や規制にしかならないです。 

 

次回の WG報告には、きちんと一本筋の通った「こうしたい」「こうしていくべき」「こういうのが望ましい」といったゴールが示されることを期

待しまっす。 

 

そのうえで、情報の分類ごとに「これはこうするべき」「これはこうすればよい」といった具体性のある対応関係が整理整頓され報告されるとよ

いです。 
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v(^ ^)v WGの未来に実効性が伴うことを、心よりお祈り申し上げま？す v(^ ^)v 

【個人】 

 




